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平成２９年３月１６日 

「北海道緊急治水対策プロジェクト」について 

～昨年夏の一連の台風災害を受けた 

緊急的な治水対策の全体の内容が確定しました～ 

 

【北海道管理河川のハード対策の概要】 

原形復旧のための河川災害復旧事業(補助)並びに、原形復旧のみでは再度災害の防止に十分で

はない箇所において改良を行う河川災害関連事業(補助)及び河川災害復旧助成事業(補助)の実

施箇所、事業費が確定しました。 

○原形復旧

河川災害復旧事業(補助) 582箇所(事業費合計 約431億円) 

○再度災害防止

河川災害関連事業(補助) 3箇所(事業費合計 約41億円※1)※1:災害復旧 約31億円を含む

・十勝川水系芽室川（芽室町）（12月9日に公表済み） 

・石狩川水系空知川（南富良野町）、辺別川（美瑛町） 

河川災害復旧助成事業(補助) 3箇所(事業費合計 約143億円※2)※2:災害復旧 約70億円を含む

・十勝川水系ペケレベツ川（清水町）、パンケ新得川（新得町） 

・沙流川水系沙流川（日高町） 

詳細については、別紙を参照願います。 

 

北海道における昨年夏の一連の台風災害を受け、「北海道緊急治水対策プロジェクト」（12

月9日公表）として、大きな被害を受けた北海道内の河川を中心に、関係機関が連携して、

ハード・ソフトが一体となった緊急的な治水対策を順次展開しているところです。 

北海道管理河川における災害査定が終了し、再度災害防止のための事業が採択され、今般、

プロジェクトとして国・北海道により実施するハード対策の全体の内容が確定しました。 

ハード対策については、国・北海道管理河川合わせて、696箇所において事業費合計約831

億円により、本年度から平成31年度を目途に、緊急的・集中的に展開します。 

ソフト対策については、住民の避難を促すソフト対策を、関係機関と連携して引き続き推

進します。 

【問合せ先＜全般（北海道管理河川のハード対策を除く）＞】 

国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

 建設部 河川計画課 課長補佐   桝井 正将（内線 5294） 

【問合せ先＜北海道管理河川のハード対策＞】 

北海道           電話（代表）011-231-4111 

建設部 土木局 河川砂防課 主幹 石黒 元昭（内線 29405） 

主幹 劔持 浩高（内線 29305） 
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２．「社会経済被害の最小化」のための既存資源の最大活用

●水防法等の一部を改正する法律案 ＜予算関係法律案＞

○ 平成27年9月関東・東北豪雨や、平成28年8月台風10号等では、

逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済損失が発生。

⇒「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を実現し、

同様の被害を二度と繰り返さない抜本的な対策が急務。

○ 全国各地で豪雨が頻発・激甚化していることに対応するため、

「施設整備により洪水の発生を防止するもの」から

「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと

意識を根本的に転換し、ハード・ソフト対策を一体として、

社会全体でこれに備える水防災意識社会の再構築への取組が必要。

１．「逃げ遅れゼロ」実現のための多様な関係者の連携体制の構築

孤立者を救助するヘリ

○ 洪水予報河川や水位周知河川に指定されていな

い中小河川についても、過去の浸水実績等を市町

村長が把握したときは、これを水害リスク情報（※）と

して住民へ周知する制度を創設。
※ 河川が氾濫した場合に浸水が予想されるエリア・水深等の危険情報

○ 洪水や土砂災害のリスクが高い区域に存する要配慮者利用施設

について、避難確保計画作成及び避難訓練の実施を義務化（現行

は努力義務）し、地域社会と連携しつつ確実な避難を実現。

○ 水防管理者が指定する輪中堤等の掘削、切土等の行為を制限。

○ 既存ストックを活用したダム再開発事業や、災害復旧事業等のうち、都道府県等の管理河川で施行

が困難な高度な技術力等を要するものについて、国・水資源機構による工事の代行制度を創設。

○ 水防活動を行う民間事業者へ緊急通行等の権限を付与。

平成27年9月 関東・東北豪雨

破堤箇所

大規模氾濫減災協議会の創設

○ 国土交通大臣又は都道府県知事が指定する

河川において、流域自治体、河川管理者等から

なる協議会を組織。

○ 水害対応タイムラインに基づく取組等の協議結果を

構成員は各々の防災計画等へ位置づけ、確実に実施。

市町村長による水害リスク情報の周知制度の創設

災害弱者の避難について地域全体での支援

国等の技術力を活用した中小河川の治水安全度の向上

民間を活用した水防活動の円滑化

浸水拡大を抑制する施設等の保全

平成28年台風10号により、岩手県の要配慮者
利用施設では利用者9名の全員が死亡。

予算制度関係

▼協議会のイメージ
「水害対応タイムライン」（※）等を協議会で作成・点検。

※ 水害からの的確な避難や被害拡大
防止のため関係者の役割・連絡体
制を時系列で整理した行動計画。

背景・必要性

法案の概要

【目標・効果】

洪水時の逃げ遅れによる人的被害ゼロを実現

（ＫＰＩ） 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施率

大規模氾濫減災協議会の設置率

716/31,208施設（約2％）（2016年3月）
⇒関係機関と連携し、

2021年までに100％を実現

134/367協議会 （約37％）（2016年12月）
⇒都道府県に働きかけ、2021年までに100％を実現

※ 現行協議会は法施行後に
法定協議会へ改組予定

※ 法定協議会の母数は見込み

※14



条文抜粋 

 

水防法等の一部を改正する法律 

（大規模氾濫減災協議会） 

第１５条９ 
「国土交通大臣は、第 10 条第 2 項又は第 13 条第 1 項の規定により指定した河

川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被

害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進ために必要な協議を行うため

の協議会（以下この条において「大規模氾濫減災協議会」という。）を組織する

ものとする。 

 

（都道府県大規模氾濫減災協議会） 

第１５条１０ 
「都道府県知事は、第 11 条第 1 項又は第 13 条第 2 項の規定により指定した河

川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被

害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進ために必要な協議を行うため

の協議会（以下この条において「都道府県大規模氾濫減災協議会」という。）を

組織することができる。 
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④減災対策協議会の規約改定について
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減災対策協議会 規約改定新旧対比表(1/5)

（旧）後志利別川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 （新）後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 
（名称） 
 第１条 本会は「後志利別川大規模氾濫に関する減災対策協議会（以下「協議会」

という。）と称する。 
 
（目的） 
 第２条 後志利別川における堤防の決壊や越水等に伴う大規模な浸水被害に備え、

隣接する町や道、国等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策と

ソフト対策を一体的かつ計画的に推進し、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識

社会」を再構築することを目的とする。 
 
 
 
 
（協議会の実施事項） 
 第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 
   １．洪水の浸水想定等の水害リスク情報と、現状の減災に係る取組状況等の共

有 
   ２．円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排除を

実現するために各機関がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地

域の取組方針」の作成・共有 
   ３．「地域の取組方針」に基づく対策の実施状況のフォローアップ。 
   ４．その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項 
 
（協議会） 
 第４条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。 
   ２．会長は協議会を代表し、副会長とともに会務を統轄する。 

（名称） 
 第１条 本会は「後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会（以下「協

議会」という。）と称する。 
 
（目的） 
 第２条 後志利別川水系外における堤防の決壊や越水等に伴う大規模な浸水被害

に備え、隣接する町や道、国等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハー

ド対策とソフト対策を一体的かつ計画的に推進し、社会全体で常に洪水に備える「水

防災意識社会」を再構築することを目的として、水防法第１５条の９及び第１５条の

１０に基づき設置するものである。 
 なお、協議会の対象河川は、別表１に掲げる函館開発建設部が管理する一級水系の

河川、函館建設管理部が管理する一級水系及び二級水系の河川とする。 
 
（協議会の実施事項） 
 第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 
   １．洪水の浸水想定等の水害リスク情報と、現状の減災に係る取組状況等の共

有 
   ２．円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排除を

実現するために各機関がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地

域の取組方針」の作成・共有 
   ３．「地域の取組方針」に基づく対策の実施状況のフォローアップ。 
   ４．その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項 
 
（協議会） 
 第４条 協議会は、別表２に掲げる委員をもって構成する。 

  ２．協議会には会長、副会長を置き、会長は函館開発建設部長をあて、副会長

は檜山振興局長及びせたな町長をあてる。 
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減災対策協議会 規約改定新旧対比表(2/5)

（旧）後志利別川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 （新）後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 
３．協議会は、第１項によるもののほか、必要に応じて構成員以外の者の出席

を要請し、意見を聴くことができる。 
 
 
（幹事会） 
 第５条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会の下に幹事会を置く 
   ２．幹事会は、別表２に掲げる構成員をもって構成する。 
   ３．幹事長は会長の下にあって幹事会を運営し、会務を処理する。 
   ４．幹事会は、第２項によるもののほか、必要に応じて構成員以外の者の出席

を要請し、意見を聴くことができる。 
 
 
 
 
（会議の公開） 
 第６条 協議会では、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容

によっては、協議会に諮り、非公開とすることができる。 
   ２．幹事会では、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することによ

り公開と見なす。 
 

（協議会資料等の公表） 
 第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただ

し、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て

公表しないものとする。 
   ２．協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確

認を得た後、公表するものとする。 

   ３．会長は、協議会を代表し、副会長とともに会務を統括する。 
    ４．協議会は、第１項によるもののほか、必要に応じて構成員以外の者の出席

を要請し、意見を聴くことができる。 
 
（幹事会） 
 第５条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会の下に幹事会を置く 
   ２．幹事会は、別表３に掲げる構成員をもって構成する。 
   ３．幹事会には幹事長、副幹事長を置き、幹事長は函館開発建設次長（河川道

路担当）をあて、副幹事長は函館建設管理部維持管理課長をあてる。 
   ４．幹事長は会長の下にあって幹事会を運営し、副幹事長とともに会務を処理

する。 
   ５．幹事会は、第２項によるもののほか、必要に応じて構成員以外の者の出席

を要請し、意見を聴くことができる。 
 
（会議の公開） 
 第６条 協議会では、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容

によっては、協議会に諮り、非公開とすることができる。 
   ２．幹事会では、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することによ

り公開と見なす。 
 

（協議会資料等の公表） 
 第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただ

し、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て

公表しないものとする。 
   ２．協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確

認を得た後、公表するものとする。 
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減災対策協議会 規約改定新旧対比表(3/5)

（旧）後志利別川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 （新）後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 
（事務局） 
 第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 
   ２．事務局は、北海道開発局函館開発建設部工務課が務める。 
 
 
（雑則） 
 第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項について

は、協議会で定めるものとする。 
 
（附則）  
 この規約は昭和５７年 ８月 ４日から施行する。 
      平成 ４年 ６月２４日改正 
      平成 ８年 ４月２４日改正 
      平成１４年 ４月２６日改正 
      平成１６年１０月 ４日改正 
      平成１８年 ４月２６日改正 
      平成１９年 ４月２６日改正 
      平成２０年 ４月２４日改正 
             平成２２年 ４月２６日改正 
      平成２５年 ４月２５日改正 
      平成２６年 ４月２３日改正 
      平成２８年 ５月２３日から施行する 
 
 
 

（事務局） 
 第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 
   ２．事務局は、北海道開発局函館開発建設部工務課及び渡島総合振興局函館建

設管理部用地管理室維持管理課が務める。 
 
（雑則） 
 第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項について

は、協議会で定めるものとする。 
 
（附則）  
 この規約は昭和５７年 ８月 ４日から施行する。 
      平成 ４年 ６月２４日改正 
      平成 ８年 ４月２４日改正 
      平成１４年 ４月２６日改正 
      平成１６年１０月 ４日改正 
      平成１８年 ４月２６日改正 
      平成１９年 ４月２６日改正 
      平成２０年 ４月２４日改正 
             平成２２年 ４月２６日改正 
      平成２５年 ４月２５日改正 
      平成２６年 ４月２３日改正 
      平成２８年 ５月２３日改正 
      平成２９年 ６月１９日から施行する。 
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減災対策協議会 規約改定新旧対比表(4/5)

（旧）後志利別川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 （新）後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 

後志利別川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 

（委員） 

 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部長（会長） 

 気象庁 函館地方気象台長 

 北海道 檜山振興局長 

 北海道 渡島総合振興局函館建設管理部 副局長 

 北海道警察 函館方面せたな警察署長 

 せたな町長（副会長） 

  

別表１ 

協議会の対象水系 

 

（函館開発建設部が管理する一級水系） 

 後志利別川水系 

 

（函館建設管理部が管理する一級水系及び二級水系） 

 後志利別川水系 

馬場川水系 

 太櫓川水系 

砥歌川水系 

 上古丹川水系 

 小川水系 

 臼別川水系 

 平田内川水系 

 

別表２ 

後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 

（委員） 

 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部長（会長） 

 気象庁 函館地方気象台長 

 北海道 檜山振興局長（副会長） 

 北海道 渡島総合振興局副局長（建設管理部担当） 

 北海道警察 函館方面せたな警察署長 

 せたな町長（副会長） 
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減災対策協議会 規約改定新旧対比表(5/5)

（旧）後志利別川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 （新）後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 
今金町長 

檜山広域行政組合 せたな消防署長 
 檜山広域行政組合 今金消防署長 
 

別表２ 
後志利別川大規模氾濫に関する減災対策幹事会 

 
（構成員） 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 次長（河川道路担当）（幹事長） 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 工務課長 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 管理課長 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 防災対策官 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 今金河川事務所長 
 気象庁 函館地方気象台 防災管理官 
 北海道 檜山振興局 地域政策課主幹 
 北海道 渡島総合振興局函館建設管理部 維持管理課長 
 北海道 渡島総合振興局函館建設管理部 今金出張所長 
 北海道警察 函館方面せたな警察署 警備係長 
 せたな町 総務課長 
 今金町 まちづくり推進課長 
 檜山広域行政組合 せたな消防署 警防係長 
 檜山広域行政組合 今金消防署主幹（警防担当） 
 

 今金町長 

檜山広域行政組合 せたな消防署長 
 檜山広域行政組合 今金消防署長 
 

別表３ 
後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策幹事会 

 
（構成員） 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 次長（河川道路担当）（幹事長） 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 工務課長 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 公物管理課長 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 防災対策官 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 今金河川事務所長 
 気象庁 函館地方気象台 防災管理官 
 北海道 檜山振興局 地域政策課主幹 
 北海道 渡島総合振興局函館建設管理部 維持管理課長（副幹事長） 
 北海道 渡島総合振興局函館建設管理部 治水課長 
 北海道 渡島総合振興局函館建設管理部 今金出張所長 
 北海道警察 函館方面せたな警察署 警備係長 
 せたな町 総務課長 
 今金町 まちづくり推進課長 
 檜山広域行政組合 せたな消防署 警防係長 
 檜山広域行政組合 今金消防署主幹（警防担当） 
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後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 

 
 
（名称） 

第１条 本会は「後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会（以下「協議会」という。）」と称 
する。 

 
 
（目的） 
 第２条 後志利別川水系外における堤防の決壊や越水等に伴う大規模な浸水被害に備え、隣接する町や道、

国等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的かつ計画的 
    に推進し、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的として、水防法

第１５条の９及び第１５条の１０に基づき設置するものである。 
     なお、協議会の対象河川は、別表１に揚げる函館開発建設部が管理する一級水系の河川、函館建設

管理部が管理する一級水系及び二級水系の河川とする。 
 
 
（協議会の実施事項） 
 第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 
   １．洪水の浸水想定等の水害リスク情報と、現状の減災に係る取組状況等の共有 
   ２．円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排除を実現するために各機 
    関がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地域の取組方針」の作成・共有 
   ３．「地域の取組方針」に基づく対策の実施状況のフォローアップ。 
   ４．その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項 
 
 
（協議会） 
 第４条 協議会は、別表２に掲げる委員をもって構成する。 
   ２．協議会には会長、副会長を置き、会長は函館開発建設部長をあて、副会長は檜山振興局長及びせた

な町長をあてる。 
   ３．会長は、協議会を代表し、副会長とともに会務を統括する。 
    ４．協議会は、第１項によるもののほか、必要に応じて構成員以外の者の出席を要請し、意見を聴 
    くことができる。 
 
 
（幹事会） 
 第５条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会の下に幹事会を置く 
   ２．幹事会は、別表３に掲げる構成員をもって構成する。 
   ３．幹事会には幹事長、副幹事長を置き、幹事長は函館開発建設部次長（河川道路担当）をあて、副幹

事長は函館建設管理部維持管理課長をあてる。 
４．幹事長は会長の下にあって幹事会を運営し、副幹事長とともに会務を処理する。 
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５．幹事会は、第２項によるもののほか、必要に応じて構成員以外の者の出席を要請し、意見を聴くこ 
とができる。 

 
 
（会議の公開） 
 第６条 協議会では、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、協議会 
    に諮り、非公開とすることができる。 
   ２．幹事会では、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 
 
 

（協議会資料等の公表） 
 第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報等で公     

表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないものとする。 
   ２．協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、公表す     

るものとする。 
 
 
（事務局） 
 第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 
   ２．事務局は、北海道開発局函館開発建設部工務課及び渡島総合振興局函館建設管理部用地管理室維持

管理課が務める。 
 
 
（雑則） 
 第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、協議会で定めるも     

のとする。 
 
 
（附則）  
 この規約は昭和５７年 ８月 ４日から施行する。 
      平成 ４年 ６月２４日改正 
      平成 ８年 ４月２４日改正 
      平成１４年 ４月２６日改正 
      平成１６年１０月 ４日改正 
      平成１８年 ４月２６日改正 
      平成１９年 ４月２６日改正 
      平成２０年 ４月２４日改正 
             平成２２年 ４月２６日改正 
      平成２５年 ４月２５日改正 
      平成２６年 ４月２３日改正 
      平成２８年 ５月２３日改正 
      平成２９年 ６月１９日から施行する。 
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別表１ 
協議会の対象水系 

 
（函館開発建設部が管理する一級水系） 
 後志利別川水系 
 
（函館建設管理部が管理する一級水系及び二級水系） 
後志利別川水系 
馬場川水系 
太櫓川水系 

 砥歌川水系 
 上古丹川水系 
 小川水系 
臼別川水系 
平田内川水系 

 
 
 
 
 
 

別表２ 
後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 
（委員） 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部長（会長） 
 気象庁 函館地方気象台長 
 北海道 檜山振興局長（副会長） 
 北海道 渡島総合振興局副局長（建設管理部担当） 
 北海道警察 函館方面せたな警察署長 
 せたな町長（副会長） 
 今金町長 
 檜山広域行政組合 せたな消防署長 
 檜山広域行政組合 今金消防署長 
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別表３ 
後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策幹事会 

 
（構成員） 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 次長（河川道路担当）（幹事長） 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 工務課長 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 公物管理課長 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 防災対策官 
 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 今金河川事務所長 
 気象庁 函館地方気象台 防災管理官 
 北海道 檜山振興局 地域政策課主幹 
 北海道 渡島総合振興局函館建設管理部 維持管理課長（副幹事長） 
 北海道 渡島総合振興局函館建設管理部 治水課長 
 北海道 渡島総合振興局函館建設管理部 今金出張所長 
 北海道警察 函館方面せたな警察署 警備係長 
 せたな町 総務課長 
 今金町 まちづくり推進課長 
 檜山広域行政組合 せたな消防署 警防係長 
 檜山広域行政組合 今金消防署主幹（警防担当） 
 
 

 

 

 

25



⑤北海道管理河川における現状の水害リスクや

取組状況について

26



北海道管理河川における北海道管理河川における
現状の水害リスク情報や現状の水害リスク情報や
取組状況について取組状況について

平成平成2929年年 66月月1919日（月）日（月）
後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会

北海道渡島総合振興局函館建設管理部北海道渡島総合振興局函館建設管理部
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水防災意識社会の再構築とは水防災意識社会の再構築とは

施設の能力が低く、水害は日常的に起こるものと認識されており、その頃は
水害を「我がこと」として捉え、これに自ら対処しようとする意識が社会全
体に根付いていた。

水害の発生頻度が減少したことに伴い、社会の意識は「水害は施設整備に

■近代的河川改修が実施される以前

■近代的河川改修が進んだ明治以降

水防災意識＜例＞・水屋（水害時の避難場所として高い場所に作った建物）
・上げ舟（水害に備えて軒下に備え付けられた小舟） など

１

水害の発生頻度が減少したことに伴い、社会の意識は「水害は施設整備に
よって発生を防止するもの」へ変化していった。

「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を変革し、
社会全体で洪水氾濫に備えることが必要

水防災意識社会の再構築

水防災意識の変化

鬼怒川の水害など、施設の能力を上回る洪水が発生

2
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平成平成2828年年88月に北海道・東北地方を襲った月に北海道・東北地方を襲った
一連の台風について一連の台風について

２
【国土交通省資料より抜粋】
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北海道・東北地方の豪雨による被害の特徴北海道・東北地方の豪雨による被害の特徴

【国土交通省資料より抜粋】

３
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近年の降雨の状況について近年の降雨の状況について

【国土交通省資料より抜粋】

４
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大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方

【国土交通省資料より抜粋】
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「水防災意識社会再構築ビジョン」「水防災意識社会再構築ビジョン」のの
都道府県管理河川への拡大都道府県管理河川への拡大

【国土交通省資料より抜粋】

６
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今回含まれる道河川今回含まれる道河川((概要図概要図))
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河川別内訳河川別内訳
一級河川水系 後志利別川水系

１後志利別川(０.2) 16馬場川(7.0)
２真駒内川(17.0) 17濁川(4.5)
３長淵川(０.5) 18畑の沢川(2.7)
４鯎川(３.5) 19善右衛門沢川(1.5）

５丸山川(２.1) 20ﾄﾏﾝｹｼﾅｲ川(5.4)
６丸山川分水路(０.5) 21田代川(5.0)
７冷水川(５.0) 22ﾁﾌﾞﾀｳｼﾅｲ川(4.5)

二級河川水系名 河川名

馬場川水系 1馬場川(4.0)
太櫓川水系 2太櫓川(18.2)

〃 3小川(7.6)
〃 4濁川(0.6)
〃 5上若松川(0.4)

〃 6二俣川(9.4)
砥歌川水系 7砥歌川(0.12)

８

７冷水川(５.0) 22ﾁﾌﾞﾀｳｼﾅｲ川(4.5)

８下の沢川(２.5) 23ﾒｯﾌﾟ川(8.0)
９トンケ川(４.0) 24左股川(1.5)
10不峰川(2.5) 25下ﾊｶｲﾏｯﾌﾟ川(7.0)

11利別目名川(17.0) 26上ﾊｶｲﾏｯﾌﾟ川(3.1)

12ポン目名川(6.2) 27珍古辺川(2.5)
13武沢川(4.0) 28ﾋﾟﾘｶﾍﾞﾂ川(2.6)
14ﾊﾟﾝｹｵｲﾁｬﾇﾍﾟ川(10.2) 29ﾆｾｲﾍﾞﾂ川(0.2）
15ｵﾁｬﾗｯﾍﾟ川(12.0） 30ﾁｭｳｼﾍﾞﾂ川(2.0）

砥歌川水系 7砥歌川(0.12)
上古丹川水系 8上古丹川(0.08)

小川水系 9小川(0.50)
臼別川水系 10臼別川(0.54)
平田内川水系 11平田内川(0.04)

一級後志利別川水系 1水系30河川 144.70㌔

二級水系 7水系11河川 41.48㌔
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重要水防重要水防箇所箇所

水系名 河川名
区間延
長

(km)
流域の市町村

チブタウシナイ川 0.75 今金町

オチャラッペ川 8.80 今金町

濁川 1.40 今金町

馬場川 0.75 今金町

洪水に際して水防上特に注意を要する箇所（以下「重要水防箇所」という。）
評定基準により位置づけられた区間を水防管理団体等と協議のうえ、決定しております。

９

後志利別川

馬場川 0.75 今金町

田代川 0.50 今金町

ﾊﾟﾝｹｵｲﾁｬﾝﾇﾍﾟ川 4.95 今金町

不逢川 4.20 せたな町北檜山区

トンケ川 0.35 せたな町北檜山区

利別目名川 2.60 せたな町北檜山区、今金町

冷水川 3.15 せたな町北檜山区

丸山川 0.55 せたな町北檜山区

真駒内川 1.30 せたな町北檜山区
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重要水防重要水防箇所箇所

水系名 河川名
区間延
長

(km)
流域の市町村

太櫓川 太櫓川 2.90 せたな町北檜山区

馬場川 馬場川 1.10 せたな町瀬棚区

洪水に際して水防上特に注意を要する箇所（以下「重要水防箇所」という。）
評定基準により位置づけられた区間を水防管理団体等と協議のうえ、決定しております。

10
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水位観測データの表示例

水防に関する事項水防に関する事項
～～水位観測データ等の公表水位観測データ等の公表～～

・河川水位等の情報を「川の防災情報」ホームページを通じて公表

観測所（管理者：北海道）

水位観測所 ４箇所

11

水位観測所 ４箇所

雨量観測所 ７箇所

3
8



水防に関する事項水防に関する事項
～～洪水に備えた事前準備洪水に備えた事前準備～～

・河川維持管理計画に基づく河川巡視

・水防資材の備蓄

出水期前の定期点検のほか、異常時点件として出水中及び
出水後に河川巡視を実施。

水防倉庫に土のう等の水防資材を保管。

水防資材の保管倉庫

12

水防資材の保管倉庫
（函館建設管理部今金出張所）

カヌー

水防資材の備蓄状況

3
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河川管理施設の整備に関する事項河川管理施設の整備に関する事項
～～河川整備の推進河川整備の推進～～

• 水害から人命や財産を守るための河川整備

流下能力が不足している河道
に対し、流下断面を確保する
ための河道掘削や、堤防整備
を実施。

太櫓川

13

河川名 市町村名 施工年度 事業概要

太櫓川 せたな町 Ｈ14～ 築堤工、掘削工、護岸工、樋管工、道路橋等

真駒内川 せたな町 Ｈ24～ 築堤工、掘削工、護岸工、樋管工等

トンケ川 せたな町 Ｈ29～ 築堤工、掘削工、護岸工、樋管工等

田代川 今金町 Ｈ21～ 掘削工、護岸工、樋管工、道路橋等

4
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河川管理施設の整備に関する事項河川管理施設の整備に関する事項
～～今金出張所管内の主な河川事業実施箇所今金出張所管内の主な河川事業実施箇所 ～～

真駒内川総合流域防災工事

トンケ川総合流域防災工事

14

太櫓川広域河川改修工事

田代川道単改修工事

4
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減災のための目標（案）減災のための目標（案）

平成28年8月の台風による教訓

河川沿いの低平地の
大部分が浸水

交通や第一次産業への
深刻な影響が発生

要配慮者利用施設で
逃げ遅れ被害が発生

減災のために達成すべき目標

関係機関との連携を強化し、本件協議会の対象河川で発生しうる大規模水害に
対して、「迅速・確実な避難のための防災意識向上」・「社会経済被害の最小
化」を目指す。

15

4
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⑥流域タイムラインへの取組について
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流域タイムラインについて

・平成２７年の鬼怒川堤防決壊や平成２８年の空知川堤防決壊など、計画規模を超える大規模な洪水が発生し、
後志利別川においても広域で浸水被害が発生することを想定しておく必要がある。

・このため、流域住民の円滑・確実な避難や浸水被害の軽減に向けては、上下流で隣接する自治体間や河川管
理者等との連携や調整が重要となる。

・後志利別川の減災対策協議会の枠組みを用いて、流域タイムラインを作成し、流域全体での防災力の向上を
図る。

函館地方気象台
檜山振興局
函館建設管理部

函館開発建設部 工務課

【後志利別川流域】 情報提供

情報提供

・現状での防災体制を流域タイムラインで、より強化を図る

函館開発建設部 工務課

今金河川事務所
（美利河ダム管理支所）

今金町 せたな町

せたな警察署
せたな消防署
今金消防署

役割：流域全体の状況を把握し、河川事務所への情報提供、
幹部や本局への報告

役割：水防活動支援、市町村の意思決定に関する助言、応急復
旧等の実施

役割：災害対策本部、住民への避難情報発表、避難場所の開設
等、住民の確実な避難支援、上下流での支援連携

役割：水防活動、住民の避難支援等
通行止めや警戒区域でのパトロール等

【市町村】

【関係機関】

4
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対象ハザードとシナリオ

・洪水規模や浸水状況は、想定最大規模の降雨による浸水想定を用いる。また、過去の内水氾濫も加味する。
・今金町市街地とせたな町市街地で破堤する被害が最大となる2パターンのシナリオを作成して、ワークショッ
プ形式により課題の抽出と、その課題解決のために「いつ」「誰が」「何をするのか」について議論する。

・流域タイムラインの検討により、危険レベルに応じて自治体の枠を超えた、広域的な避難の連携や情報伝達
のタイミング等を時系列に整理する。（両町は、防災担当以外にも初動行動する関係課も参画可能とする）

4
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流域タイムライン取り組みスケジュール（案）

平成29年6月19日 第３回減災対策協議会
○流域タイムラインへの取組の了承

平成29年9月上旬 第４回減災対策協議会
○流域タイムラインへ検討会発足式
・挨拶～函館開建部長（協議会会長）

せたな町長、今金町長、
函館気象台長
（検討会の各長決意表明）

・アドバイザーによる講演

減災対策幹事会

平成29年9月上旬
○第１回タイムライン検討会（ワークショップ形式）
・Ｌ２浸水想定ハザードと浸水シナリオ（気象台・開建）
・上記シナリオで簡易図上訓練（問題・課題の抽出）

平成29年10月中旬
○意思決定ワーキング（事務局４者による作業ＷＧ）
・意思決定の内容、タイミング、決定方法の検討
・タイムラインレベルの決定

平成29年11月中旬

平成29年度内 第５回減災対策協議会
○流域タイムライン検討経過報告等

平成30年度内 第６回減災対策協議会
○流域タイムライン試行版完成式
・完成報告と４者による運用協定式
・アドバイザーによる講演

平成29年11月中旬
○第２回タイムライン検討会（ワークショップ形式）
・防災行動項目と実施タイミングの検討
・防災対応上の問題点・課題の対策検討

平成30年1月中旬
○第３回タイムライン検討会（ワークショップ形式）
・防災行動項目と実施タイミングの検討
・防災対応上の問題点・課題の対策検討⇒タイムライン１次案

平成30年2月下旬
○第４回タイムライン検討会（読み合わせ形式）
・タイムライン１次案の内容確認・調整⇒タイムライン試行版

4
6



⑦減災対策取組のフォローアップについて
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取組みのフォローアップ

後志利別川の減災に関する取組方針　フォローアップ

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

河道掘削（鈴金、西丹羽地区） 函館開発建設部 ～平成32年度 鈴金地区において実施 順次実施予定

堤防浸透対策（上住吉、住中、奥沢、中里、花石地区） 函館開発建設部 ～平成32年度 奥沢地区において実施 順次実施予定

■危機管理型ハード対策
堤防天端の保護
（西丹羽、鈴金、神丘、オチャラッペ、住中、奥沢、中里、
花石地区）

函館開発建設部 ～平成32年度 神丘地区において実施 順次実施予定

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するた
め、スマートフォンを活用したリアルタイム情報の提供の
システム構築

函館開発建設部 平成28年度から実施 情報提供の実施 リバイス作業

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム
構築

函館開発建設部
平成30年度から実施
＊平成29年度から変更

－ 平成30年5月1日以降の運用予定

水防拠点の整備 函館開発建設部 ～平成32年度 資料整理作業 整備項目の整理

H28取組内容 H29以降取組内容 取組に向けた課題

ハード対策

■洪水を河川内で安全に
流す対策

■避難行動、水防活動、
排水活動に資する基盤
等の整備

大項目 中項目 小項目 取組機関 目標時期
スケジュール（上段：計画、下段：実績）

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた
避難場所・方法の見直し、避難経路の検討

せたな町、今金町 ～平成30年度 資料整理作業 概略検討

タイムラインを活用した関係機関との連携による訓練の実
施及び精度向上

函館開建、函館地方気象

台、檜山・渡島総合振興

局、せたな警察署、せたな

町、今金町、せたな・今金

消防署

平成29年度から実施 － 情報伝達演習

各地域における避難勧告等の発令を判断するための情
報や、住民への情報伝達方法・伝達内容についての町
職員向けマニュアルの作成

せたな町、今金町 ～平成32年度 資料整理作業 資料整理作業

要配慮者名簿の作成や緊急連絡体制、避難誘導体制の
整備、地域防災計画の見直し

せたな町、今金町 ～平成32年度 資料整理作業 資料整理作業

災害時要配慮者利用施設における水平避難のための時
間や逃げ遅れ等により垂直避難となった場合等を考慮し
た避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

せたな町、今金町 ～平成32年度 資料整理作業 訓練計画策定

分かりやすい洪水予報伝文への改良 函館開発建設部 平成28年度 改良作業終了 －

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示
の改善

函館地方気象台 平成29年度から実施 － 配信開始

■情報伝達、避難計画等
に関する事項

早めの情報共有
による円滑かつ
迅速な避難行動
のための取り組
み

4
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取組みのフォローアップ

後志利別川の減災に関する取組方針　フォローアップ

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

想定最大規模も含めた浸水想定区域図、浸水シミュレー
ション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

函館開発建設部 平成28 年度 H28.10.31公表 －

 想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた
ハザードマップ及びまるごとまちごとハザードマップの作
成と周知

函館開建、
せたな町、今金町

平成29年度から実施 － ハザードマップ検討

小学生等を対象としたコンテスト形式によるポスター作
成・公共用施設への掲示や水防災に関する出前講座・講
習会の実施

函館開建、函館地方気象

台、檜山・渡島総合振興

局、せたな警察署、せたな

町、今金町、せたな・今金

消防署

平成29年度から実施 － 企画策定

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する
講習会の開催

函館開建、函館地方気象

台、檜山・渡島総合振興

局、せたな警察署、せたな

町、今金町、せたな・今金

消防署

平成29年度から実施 － 順次実施予定

ホームページ等を活用した、住民の水防災意識啓発のた
めの広報の充実

函館開建、函館地方
気象台、檜山振興
局、せたな町、今金
町

引き続き実施 協議会実施状況等の掲載 リバイス作業

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水防
団等が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実

函館開建、渡島総合
振興局、せたな町、
今金町、せたな・今金

引き続き実施 リバイス作業、協同点検の実施 リバイス作業、協同点検の実施

H29以降取組内容 取組に向けた課題小項目 取組機関 目標時期
スケジュール（上段：計画、下段：実績）

H28取組内容

■平時からの住民等へ
の周知・教育・訓練
に関する事項

早めの情報共有
による円滑かつ
迅速な避難行動
のための取り組
み

大項目 中項目

施
今金町、せたな・今金
消防署

関係機関が連携した急激な水位上昇を想定した水防訓
練を継続実施

函館開建、渡島総合振興

局、せたな警察署、せたな

町、今金町、せたな・今金

消防署

引き続き実施 情報伝達訓練 情報伝達訓練

迅速な水防活動を支援するため、中上流部における一時
的な保管方法を検討の上、水防資機材を充実

函館開建、渡島総合
振興局、せたな町、
今金町

平成28年度から実施
開発：水防拠点の整理と水防資材の格

納状況の確認

他機関：水防資材等の格納状況の確認
幹事会にて情報共有

的確な水防活動等を実施するため、リーフレットの配布や
ポスター掲示を通じ、水防団員(消防団）の確保を図る

せたな・今金消防署 平成28年度から実施 実施 継続実施

自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認
函館開建、檜山振興
局、せたな町、今金
町

引き続き実施 確認済み 継続実施

■拠点施設等の自衛水
防の推進に関する事
項

浸水想定区域内の拠点施設(病院等)に対し、水害リスク
についての情報共有を図り、耐水化を促進

せたな町、今金町 平成28年度から実施 資料整理作業 資料整理作業 ハザードマップの作成後に実施

想定最大規模の洪水を想定し、資機材の配置・搬入経
路・排水ルート等を考慮した排水計画を作成

函館開建、渡島総合
振興局、せたな町、
今金町

～平成31年度
*平成32年度から変更

資料整理作業 素案作成

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請に係る
関係機関との調整方法について確認

函館開建、渡島総合
振興局、せたな町、
今金町

平成28年度から実施 確認済み 継続実施

社会経済活動の
早期復旧のため
の取り組み

■氾濫水の排水、施設運
用等に関する取り
組み

避難行動に必要
な時間を稼ぐため
の水防活動に関
する取り組み

■水防活動の効率化及
び水防体制の強化に
関する事項
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減災に関する取組の実施状況（ハード対策）

○減災に関する取組方針の「概ね5年で実施する取組」に基づき河道掘削、堤防整備、天端保護
を実施。

河道掘削（西丹羽地区）

天端保護（鈴金地区）

堤防整備（住中地区）

5
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【今金町】想定最大規模の洪水浸水想定区域に基づく避難場所の見直し

○公表された想定最大規模と計画規模の洪水浸水想定区域に基づき避難場所を見直し
○今金町防災会議・今金町国民保護協議会で審議

○実施日：平成29年3月15日(水)

○場所：今金消防署2階会議室

○参加機関：今金町、北海道農政事務所、渡島森林

管理署、陸上自衛隊、檜山振興局、渡

島総合振興局、せたな警察署、今金消

防署、ＮＴＴ、日通、北電、北部檜山

医師会、土地改良区、赤十字、今金郵

便局、函館バス、今金町内会連合会、

今金建設協会、函館開発建設部等

○実施内容：洪水浸水想定区域を想定最大規模と計

神丘構造改善センター

町民センター

金原基幹集落センター

計画規模

○実施内容：洪水浸水想定区域を想定最大規模と計

画規模毎に今金町防災計画の指定緊急

避難場所として表示
八束交流センター

八束交流センター

神丘構造改善センター

町民センター

旧金原小学校

今金小学校

種川構造改善センター

想定最大規模

5
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避難勧告の発令等に着目したタイムラインの見直しについて

○自治体と密なホットラインの実施、夜間に避難勧告等の発令が予想される場合の対応、大雨特
別警報の住民周知の記載等

5
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要配慮者利用施設の管理者向け説明会の開催

○要配慮者利用施設（社会福祉施設等）の管理者に対して、洪水時等に適切な避難行動をとるこ
とができるよう、気象や河川・土砂災害等の防災情報に関する理解をより深めていただくため
の説明会を開催

○実施日：平成29年5月30日(火)

○場所：函館市民会館大ホール

○参加機関：函館市、渡島総合振興局、檜山振興局、

函館地方気象台、要配慮者利用施設管

理者、函館開発建設部

約１８０名

○実施内容・要配慮者利用施設においては水害土

砂災害時の避難確保計画を作成や訓練

を行う必要があることを説明を行う必要があることを説明

（函館開発建設部）

・避難情報や各種防災情報の入手方法の

説明（函館地方気象台）

・利用者の安全確保及び非常災害時の体

制整備の強化・徹底について周知

（渡島総合振興局）

気象庁 函館地方気象台による説明

函館開発建設部による説明 渡島総合振興局

保健環境部による説明

会場の様子（函館市民会館大ホール）

5
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気象庁気象庁

函館地方気象台函館地方気象台
Hakodate Local Meteorological Office

気象庁気象庁

函館地方気象台函館地方気象台
Hakodate Local Meteorological Office防災気象情報の改善

「警報級の可能性」 及び「危険度を色分けした時系列」の提供について
（平成29年5月17日提供開始）

1
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気象庁気象庁

函館地方気象台函館地方気象台
Hakodate Local Meteorological Office

気象庁気象庁

函館地方気象台函館地方気象台
Hakodate Local Meteorological Office防災気象情報の改善

「警報級の可能性」 及び「危険度を色分けした時系列」の提供について
（平成29年5月17日提供開始）

平成29年6月8日 注意報表示

今金町 せたな町

気象庁ホームページＵＲＬ：http://www.jma.go.jp/jp/warn/307_table.html

2

市町を選択

5
5

misakawa-y22aa
テキスト ボックス
資料⑤-2



気象庁気象庁

函館地方気象台函館地方気象台
Hakodate Local Meteorological Office

気象庁気象庁

函館地方気象台函館地方気象台
Hakodate Local Meteorological Office防災気象情報の改善

大雨警報(浸水害)を改善するための表面雨量指数の導入、
及び、大雨警報(浸水害)の危険度分布の提供

① 大雨警報(浸水害)の改善を図るため、大雨警報(浸水害)の発表基準に、短時間強雨による浸水害発生と
の相関が雨量よりも高い指数（表面雨量指数）を導入する。

② 大雨警報(浸水害)を補足するため、市町村内のどこで大雨警報(浸水害)基準値に達するかを視覚的に確認
できるよう、表面雨量指数を基準値で判定した結果を危険度分布の予測を示す情報として提供する。

警報等を補足する情報

市町村市町村大雨注意報

危険度の高まりを伝える情報

危険度の 危険な地域

大雨警報（浸水害）の危険度分布

１時間先
までの予測

3

地中への
浸透が多い。

傾斜地は
水がたまり

にくい。 地中への
浸透が少ない。

地中に水がしみこみやすい
山地や水はけのよい傾斜地
では雨水がたまりにくい。

アスファルトに覆われた都市部や
平坦で水はけの悪い場所では

雨水がたまりやすい。

住 民
大雨警報（浸水害）等が発表された市町村内において、
実際にどこで危険度が高まっているかを確認。

市町村市町村

（平成29年度出水期）

基準判定結果を地図上に表示発表基準※に導入

大雨注意報

大雨警報
（浸水害）

等

危険度の
高まりを
伝える

表面雨量指数

（平成29年度出水期）

危険な地域
を視覚的
に確認

精度改善（不要な警報の発表回避等）

短時間強雨による浸水害発生と相関が高い指標

危険な地域を分かりやすく表示

高

危
険
度

低

5
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気象庁気象庁

函館地方気象台函館地方気象台
Hakodate Local Meteorological Office

気象庁気象庁

函館地方気象台函館地方気象台
Hakodate Local Meteorological Office防災気象情報の改善

洪水警報を改善するための流域雨量指数の精緻化、
及び、洪水警報の危険度分布の提供

① 洪水警報の改善を図るため、洪水警報発表の基となる指数（流域雨量指数）を精緻化する。

② 洪水警報を補足するため、市町村内のどこで洪水警報基準値に達するかを視覚的に確認できるよう、
精緻化した流域雨量指数を基準値で判定した結果を危険度分布の予測を示す情報として提供する。

警報等を補足する情報

市町村市町村洪水注意報

危険度の高まりを伝える情報

危険度の 危険な地域

洪水警報の危険度分布
３時間先
までの予測

4

住 民
洪水警報等が発表された市町村内において、
実際にどこで危険度が高まっているかを確認。

市町村市町村洪水注意報

洪水警報

等

危険度の
高まりを
伝える

流域雨量指数

小河川も計算対象河川に含める

危険な地域
を視覚的
に確認

（平成29年度出水期）

基準判定結果を地図上に表示

（平成29年度出水期）

危険な地域を分かりやすく表示

発表基準※2に導入

精度改善（不要な警報の発表回避等）

対象地点

河川に流れ出た雨水が
河川に沿って流れ下る。

河川流域に降った雨水が地表面を流れたり
地中に浸み込んだりして河川に流れ出る。

流 域

上流から流れてきた雨水が
河川の合流により集められる。

高

危
険
度

低

5
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想定最大規模による洪水浸水想定区域等の公表について

○後志利別川の想定最大規模による洪水浸水想定区域を平成２８年１０月３１日に公表

水防法第１４条
「国土交通大臣は、第10条第2項又は第13条第1項に規定により指定した
河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水災による被害
の軽減を図るため、省令に定めるところにより、想定最大規模降雨によ
り浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。
（知事が指定した河川も同様）」 （一部省略）

5
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想定最大規模による洪水浸水想定区域等の公表について

○想定最大規模による洪水浸水想定区域に伴う洪水予報区域等の変更

5
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【せたな町】後志利別川洪水浸水想定区域住民説明会

○新たに公表した想定最大規模の洪水浸水想定区域図について、せたな町民への理解を深めてい
ただくため説明会を開催

○洪水発生時の対応等（情報の取得等）について説明
○せたな町ハザードマップについて意見交換

○実施日：平成29年5月26日(金)

○場所：せたな町役場

○参加機関：せたな町、せたな消防署、せたな警

察署、せたな町各町内会長、函館開

発建設部 ２３名

○実施内容：従来の計画規模と新たに公表した想

定最大規模の洪水浸水想定について、

想定の降雨量や浸水面積、浸水深に想定の降雨量や浸水面積、浸水深に

ついて比較により説明

洪水発生時における対応について避

難情報や河川情報、気象情報の取得

方法を説明

せたな町ハザードマップ作成につい

て町内会長との避難所の選定等の意

見交換

洪水ハザードマップの説明
せたな町

洪水浸水想定区域図の説明
函館開発建設部

6
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【今金町】避難訓練・防災を考えるつどい

○避難訓練を高美町、末広町、南町の３町内会の住民を対象に実施、炊き出しの提供
○函館建設管理部と函館地方気象台により水害・土砂災害や防災気象情報について講演、各機関
によるパネル展示等

○実施日：平成28年11月6日(日)

○場所：今金町総合体育館

○参加機関：今金町、今金消防署、地域住民、函館

建設管理部、函館地方気象台、自衛隊

函館開発建設部等

約１５０名

○実施内容：地域住民を対象とした避難訓練

土砂災害・水害や防災気象情報、檜山

地方の気候特性等について講演

各機関でパネルや防災グッズ、災害対

避難訓練の様子 今金町長による訓練講評

各機関でパネルや防災グッズ、災害対

策機械等を展示

体育館
炊き出しの提供函館建設管理部による講演

函館地方気象台の防災ブース 災害対策機械展示

6
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水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

○流下能力が低い区間や堤防高不足等の水害リスクの高い箇所について、水防活動の効率化及び
水防体制の強化を目的に、自治体等と共同点検を実施。

○関係機関と連携して今後も継続的に実施。

【今金町】平成28年4月12日

【せたな町】平成28年4月12日

【今金町】平成28年4月12日

【せたな町】平成28年4月12日

6
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水防技術講習会の実施

○近年の全国的な水害の多発に鑑み、出水時における水防活動が円滑に実施されるよう、水防団
員の水防技術の向上および伝承を図るため、特に技術面に主眼をおいた講習会を実施し、水防
の技術的なリーダーを組織的に育成することを目的とする。

○水害対策に関する技術力・対抗力向上を図るため、北海道・気象協会・北海道開発局等が連携
し、水防技術講習会を実施。

日 程：平成28年度7月26日(火)

今金町にて開催

参加者：せたな町及び今金町、災害協定会社が参加の

ほか、北海道、気象協会、開発局からも参加

(合計72名)

講習会内容

・洪水等に関する情報伝達について(講師:北海道)

北海道地区水防技術講習会の実施状況

・洪水等に関する情報伝達について(講師:北海道)

・気象災害と最新の気象情報(講師:気象協会)

・水防施設と水防工法(講師:開発局)

・災害対策車説明(講師:開発局)

・水防工法の概要説明と実習(講師:全国防災協会)

・土のう作り

・木流し工

・月の輪工

・シート張工

・改良積土のう工(杭省略型)

6
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排水ポンプ車操作訓練

○氾濫水の排水、施設運用等に関する取り組みに基づき、排水ポンプ車等の操作訓練を実施

豊田３号樋門

兜野２号樋門付近

○第１回実施日：平成28年7月21日(木)

場所：後志利別川豊田３号樋門

○第２回実施日：平成28年10月13日(木)～夜間

場所：後志利別川兜野２号樋門付近

○参加機関：災害協定業者、函館開発建設部

○実施内容：水害時の迅速な氾濫水の排除を行うた

め、災害協定業者に対して、排水ポン

プ車及び照明車等災害対策用機械の操

作訓練を実施

今後も継続的に実施

平成28年7月21日 平成28年10月13日

今金河川事務所保有機械
・ポンプ車１台
・照明車１台
・ポンプユニット１台
・ポンプパッケージ２台

6
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⑧今後の予定について

65



減災対策協議会（道管理区間含む）今後のスケジュール

平成29年6月（出水期前）減災対策幹事会

・既存協議会を活用した道管理区間、道管理河川の取扱いについて（経緯、規約改定 等）
・道区間に関する現状のリスク情報、取組状況の共有について
・取組方針（国管理区間）フォローアップについて

平成29年6月（出水期前）減災対策協議会
・既存協議会を活用した道管理区間、道管理河川の取扱いについて（経緯、規約改定 等）
・道区間に関する現状のリスク情報、取組状況の共有について
・取組方針（国管理区間）フォローアップについて

適宜 減災対策協議会 幹事会

・出水時の課題についての共有
・国管理区間＋道管理区間、道管理河川を対象とした、概ね５年以内で実施する今後の取組項
目について

平成29年度内 減災対策協議会
・取組方針（国管理区間＋道管理区間）の策定について

以降、出水期前に毎年協議会を開催し、フォローアップを実施
取組方針についても必要に応じて見直し
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